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1　はじめに

この報告は，地域農業複合化研究の研究対象地区における具体的問題を踏まえ，そこにおける課題の

整理と課題解決のための調査研究を通じて検討された，有機物の循環利用の基本方向について報告する

ものである。なお，本研究は，継続研究中のものであり，研究成謀の中間報告である。

福島県では，図－1に示すように中通り

り北部の伊達郡保原町大田地区と南部に

属する安達郡東和町木幡地区の2地区を

対象に研究を実施している。前者は果樹

（モモ）一水稲一畜産を実施類型とし，

果樹，農業∴畜産の試験場によってプロ

ジェクトチームを編成し，また，後者の

養蚕一水稲一畜産の実施類型については，

蚕業，農業，畜産の試験場によるプロジェ

クト研究として実施中である。
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義一1　モモ，養蚕の第一位県との比較

栽　 培　 面　 積 結 果 樹 面 積 収　 穫　 量 出　 荷　 量 如当た り収穫量

福　 島　 県 3，650 血2 3，230 加 52．000 J 50，600 － 16．1 f

山　 梨　 県 3，530 3．300 74，700 72．500 22．6

養 蚕 農 家 数 桑　 園　 面　 積 掃　 立　 卵　 量 収　 繭　 量 加当た り収繭量

福　 島　 県 24，140 戸 16，900 肋 1，000箱

304 2
10．322．9　才 720 旬

群　 馬　 県 37，510 28，300 588．6 19．350．6 740

，福島県のモモは，表－1に示すように，山梨県に次ぐ第二の生産県であり，また，養蚕も群馬県に次

ぐ生産県となっている。しかし，近年の状況は，モモにあっては肥培管理の不徹底や連作障害の発生な

どにより生産力が低下し，同じく嚢蚕においても，桑園の肥培管理は化学肥料依存を高め（表－2），

地力の減退により生産力の停滞が生じている。

義一2　安達指導所管内の桑園肥料斡旋数量（毎））

年 ・月
49．7 、 50．6 50．7 、 51．6 5 1．7 ～ 52．6 5 2．7 、 53．6 5 3．7 ～ 54．6 54．7 、 55．6

10 α当 た り数 量 306 286 308 346 347 470

そのような傾向を克服するには，有機物の施用による地力の増強を不可欠としている。そこで，本研

究では有機物問題に焦点をしぼり，その有機物問題を個別経営の枠をこえた地域間題としてとらえ，地

域としての有機物の循環利用の仕組みについて検討している。

なお，研究対象地区は後述するように，複合経営を主体とする地区であり有機物の循環利用について

は，個別経営内部における有機物の有効利用を基本に，それをより高度化するための経営相互間におけ

る補完結合関係を確立する地域的仕組みの問題として考えている。

また，研究対象地区における有機物問題解決の基本的課題としては，地域として不足する有機物をい

かに確保するかという有機物の自給体制確立の課題と，限られた有機物，未利用の有機物をいかに利用

するかという課題並びにそれらの効果的再配分の課題とに類別され，これらを統一的にとらえた有機物

の循環利用として検討した。

2　研究対象地区の概要

（1）伊達郡保原町大田地区

保原町は，伊達部のなかでもモモの中心的産地である。大田地区の経営類型は，表－4のように水稲

にモモを結合した経営が多く（58．5％）次いで水稲＋モモに施設野菜（ニラ，イチゴ）を結合した経

営が17．6％で，それらは全体の76％を占めるが以上の2類型に養豚を組合せた類型がそれぞれ7％前後

存在する。このように，水稲十モモを中心とする複合経営であるが．1戸当たりの経営耕地面軌ま89α

と寄畑で，その30％がモモを主体とする果樹園である。保原町の粗生産額15億6千万円（昭55）につい
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て，作目別に占める割合をみると果実33％，野菜2相，米17％，豚8％と果樹，野菜の割合が高く，近

年，水田利用再編対策を契機に野菜の伸長が著しい。

義一3　専兼業割乱1戸当たり規模　　　　　　　　　　　　　　　（暗55）

農家

戸数

専業別割合 l　戸　当　た　り　規　模

専業 1兼 2兼 計 水田 畑 樹　 園　 地 乳牛 肉牛

保原町大田地区

東和町木幡地区

524戸 16 ％ 27 ％ 57 ％ 89 8 46 ¢ 14 8 29 0
（うちモモ 26 （り

5 1 0
（うち桑 50 ）

一頭 3．1頑

49 9 5 45 50 121 4 1 29 9，4 2．3

注・畜産は飼葉農家当たり頭数

義一4　経営類型別農家数と割合　　　　　　　　　　　　　　　　　（戸，％）

水稲十モモ
水稲＋モモ

＋畜産

水稲＋モモ

十施設野菜

水稲 ＋モモ＋
畜産十施設野菜

そ　 の　 他 計

保原町大田地区 103（58．5） 13　（7．4 ） 31 （17．6） 11　 （6．3 ） 18 （10．2） 176 （100．0 ）

水　　 稲
水稲＋　養蚕 水稲＋養蚕

＋肉牛

水稲＋養蚕

＋酪農

水稲十　酪農
そ　の 他 計

東和町木幡地区 12 39 48 14 5 4 122
（9．8 ） （32．0） （39．3） （11．5） （4．1） （3．3） （100．0）

注・調査農家の類型で示した。

一方，兼業化は，規模の零細性に加え県都福島市に10血と近く兼業機会に恵まれた立地条件から伸展

している。有機物問題では，後述のように果樹，野菜作に優先的に施用され，水稲作には無施用が多く

みられるなど施用が偏重している。

（2）安達郡東和町木幡地区

東和町は，県内でも最も養蚕の盛んな安達郡のなかにあって養蚕と酪農を中心とした地域である。木

幡地区の経営類型は，木幡に養蚕を結合した類型を基本に畜産を結合する類型が多い（表－4）。経営

類型の割合では，水稲十養蚕類型の32％に対し水稲＋養蚕＋肉牛の類型が39％と多いが，飼養頭数規模

からみて水稲＋養蚕類型の亜系とみている。酪農を結合する経営は割合こそ低いが，40頭規模農家（2

戸）の存在が示すように，この地区での主要類型の一つに位置づけられる。

以上のように，本地区も複合経営を主体としている。1戸当たり経営耕地面積は12ldで，うち桑園

は504であり，また，酪農規模は平均9．4頭となっている。東和町における粗生産額（11億7千万円，

昭55）を作目別割合でみると，重責37％，乳牛16％，工芸作物10％，米6％で養蚕，乳牛の割合が高く

酪農の位置づけの高いことがわかる。

兼業化は，この地区でも深化している。有機物問題では，桑園に対する施用が極めて低く，一方では

廃粂残漆の多くが未利用の状態におかれ，それが害虫の発生源となっている。
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3　問題の所在

（1）保原町大田地区における間者

図－2は，有機物の利用に関するアンケート調査の結果を示したものであるが，水田に有機物を入れ

ないと回答したものが51％を占め，また，稲わら

の仕向先については．モモのマルチ用が36％と一

番多く，次いで家畜の敢料24％，畑作，堆肥仕向

がそれぞれ18，17％となっている。堆肥の多くは

野菜に優先的に投入されるのが本地区における一

般的傾向である

以上のことから問題の所在を整理すると，①有

機物がモモや野菜に偏重的に投入されている。②

入

畑

入

入

図－2　有機物の利用（太田地区）

唯‾の有機物供給源となっている水稲に対し，有機物の投入は半分の水田が無施用の状態にある。③モ

モに対する稲わらマルチは，モモの生理生態からみて効果的な方法とはなっていない。④もみがらの施

用も前者と同様効果的な施用方法がとられていない。⑤有機物の絶対量が不足しているためト農家の対

応としては有機物無施用の影響が少ない水将に対しては施用をひかえるという消極的対応がみられる反

面，必要とする有機物は購入等により入手するといった安易な対応がみられる等，問題は少なくない。

以上のように，大田地区においては有機物の施用に偏重があると同時に，効果的施用が行われていな

い側面があり，かつ，有機物の絶対量が不足しているという三つの問題に集約される。

（2）東和町木幡地区における問題

木幡地区における有機物利用のアンケート調査結果を図－3によってみると，桑園に有機物を投入し

ないとする割合は67％と多く，一方，条桑青に伴っ

て排出される廃条と蚕ぶん等の残漆利用について

は，59％の農家が利用すると回答しているが，利

用される量はごくわずかであり，排出量の80％

（研究対象地区の桑園20ノβからの排出量のうち

約3，500日は山合いなどに放棄され，それがヒメ

ゾウムシの発生源となっている。

問題の所在について整理すると，①桑園に対し

入
利 利

図一3　有機物の利用（木幡地区）

用

有機物を投入する農家が少なく，その要因には農道を含む耕地基盤の未整備の問題も関連している。

②大量に排出される廃条，残適が未利用の状態におかれている。廃条，残溝は，かって家畜の飼料とし

て活用されていたが，現在では有効に利用されていない。しかし，アンケート凋査（表－5）によれば，

粗飼料確保対策の一環として利用を考えている農家割合は38％と高い。
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表－5　粗飼料確保対策（将来計画）
（木幡地区アンケート）

対　　　　　　　　　　　　　　　策 回　答　割　合（％）

①　水田転作田の活用

②　反収向上をはかる

③　水田裏作を行う

④　借地して規模拡大をはかる

⑤　山野草を積極的に利用する

⑥　養蚕の残漆廃条の利用

（診　その他

このように，木幡地区においては未利用の廃条，残漆をいかに有効に利用するかという技術的問題を

ふくめた利用方式の問題として集約される。

4　開題解決に必要な研究課題

以上の問題を踏まえ設定された研究課題は次のとおりである。

（1）保原町大田地区における研究課題

ここでの研究のねらいは，モモの再生産を確保するための大田地区内における有機物の自給と効果的

再配分による大田地区農業の均衡ある発展を促す地域的仕組みを確立するための技術的，経営的問題に

あり，次のように整理された。

①　深耕，堆厩肥施用等によるモモ園土壌管理技術

（診　水稲一大麦の作付体系と安定多収技術

③　コンバイン排わらの収集，搬出．貯溜技術

④　水稲副産物もみがらと豚ふん尿の堆肥化及び悪臭防止技術

⑤　地域農業管理システムの確立

①の課題は，モモに対する稲わらマルチを廃止して堆肥として施用する場合の土壌管理技術の確立と

有機物の自給をはかるための樹間を利用した青刈作物導入試験からなっている。②の課鐘は，大田地区

における有機物の自給体制確立をはかる重要な研究課題であり，それは水田裏作大麦の導入によって産

出される麦梓利用により有機物の自給をはかるものである。③の課題は，稲わらを有効利用する場合の

困場外に搬出する一連の工程についての研究である。④の課題は，もみがらを有効利用するための豚ふ

ん尿との混合による堆肥化並びにそれに伴う悪臭防止のための研究である。⑤の課題は，前記技術研究

課塩により開発実証された技術を基礎に有機物の循環利用システムを確立するものである。

（2）東和町木幡地区における研究課題

木幡地区における研究のねらいは，廃条残漆の利活用による有機物の循環利用システムの確立にあり，

そのための研究課題は次のように設定された。
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（9　条桑育廃条残酒の家畜飼料化技術の確立

（塾　傾斜地桑園地力増強技術の確立

③　傾斜地での高収益飼育技術の確立

④　条桑育廃条残漆，厩肥の収集及び運搬の確立

⑤　山間地における水稲安定技術の確立

⑥　水田転作田の利用

⑦　地域農業組織化の確立

①の課題は，条桑育廃条残漆を飼料化するための高品質粗飼料化技術を確立し畜産経営の安定化を図

る研究である。②の課題は，廃条を5～6mりこ細断することにより慣熟化の促進と傾斜地桑園に運搬し

やすい形態にすることによって増施を図り，生産性の向上をねらいとしている。③の課題は，高能率飼

育装置の開発と桑薬の経済効率向上のための技術を確立する研究である。④の課題は，廃条残漆及び厩

肥が，いつ，どれだけ排出されるのかを調査し堆肥センター設置上の基礎資料とするものである。⑤の

課題は，天水利用の湿田における水稲の省力安定技術（防除体系）の確立について，⑥の課題は，湿田

の転換畑における移植によるハトムギの適応性検定と自給桑苗生産技術の確立であり，⑦の課執ま，以

上の技術的問題を中心に有機物の交換利用を円滑化するための地域農業組織化の確立にある。

5　有機物の循環

以上の研究課題からもたらされる研究成果をもとに，それぞれの地区がかかえている農業構造上の歪

を技術的側面から是正するため改善技術体系を確立し，それをもとにした地域的連携による有機物の循

環利用について検討した。ここでは，一方的な流れも循環系に含めて考えている。

（1）保原町大田地区における有機物の循環

図－4は，モモ地帯の保原町大田地区を対象に検討したものである。図に示される有機物の循環を成

立させるためには，本地区において絶対的に不足している有機物を安定的に確保する自給体制の確立が

決めてである。したがって，図の左上にある裏作大麦と右下にある樹間青刈作物の導入を可能とする技

術開発が前提として確立されなくてはならない。

麦

麦
梓

廃

棄

物 働
労

力



特に，有機物を積極的に確保してゆくための真作大麦の導入は最も重要な課題であり，それは裏作大

麦一水稲の一連の体系として（いずれも600毎の収量水準を確保するものとして）確立されなくてはな

らないと同時に，本地区の基幹作目であるモモの現行技術体系の改善を必要条件としている。

表一6は，その関係を示したものである。モモの現行技術体系をみると5月下旬から7月中旬まで摘

果作業が集中していると同時に被袋作業もかさなり労働ピークの形成がみられる。一方，裏作大麦一水

稲の体系は，6月上，中旬に作業が集中する。すなわち，大麦（ハヤミオオムギ）の収穫が6月上旬，

水稲の移植限界が6月15日で約1週間の間に一連の作業を集中的に消化しなくてはならない。したがっ

て，モモの現行技術体系のもとでは裏作大麦一水稲体系の導入は困難である。

義一6　モモ着果管理作業改善と裏作大麦一水稲休系の関連

3　　月 4　　月 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

現

行

果

予備摘果　仕上げ摘果修正摘呆
M　0－－－－｛）　0－－－－－－0
（65．0）（10．0）（4．0）

被　　　袋

C O

（40．0）

滴　　ら　　い　　　　　　　予備摘果　仕上げ摘果　修正摘果
〇　　　　　　〇　　　　　　　　　M M M

（40．0）　　　　　　　　　　（15．0）　　（10．0）（4．0）

裏作大麦
水　　稲

大麦刈取ロー「△水稲田植
ハヤミオオムギ（600毎）（3．7）（5．2）　　ササニシキ（600的）

注・（）内数字は，10α当たり労働時間を示す。

そこで，モモの改善技術体系では，摘らい作業（3月上旬～4月上旬実施）の導入によって予備摘果

作業の省略化と無袋栽培技術を大幅に取り入れた体系とすることによって，モモの現行技術体系での作

業の過度の集中をなくし，裏作大麦一水稲体系の導入を可能なものとする。そのように，一連の技術改

善が推進されることによって，はじめて有機物の自給休制確立が可能となるのである。

次に，もみがらの有効利用の問題がある。特に，ライスセンターから排出されるもみがらを養豚農家

との結合によって良質な堆厩肥としてゆく技術開発が前提として必要であり，その点では一定の成果を

得ている。

以上の技術開発並びに技術の体系化がなされることによって，大田地区における有機物循環の技術的

基礎が与えられることになるが，現実の間超として，一連の技術体系を駆使し有機物の循環利用がスム

ースに行われるためには，それを推進する主体が大田地区に形成されなくてはならない。

（2）堆肥センターの性格と機能

図一4の堆肥センターは，前述の推進主体の一つに位置づけられ，有機物循環の一つの重要な機能を
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果たすものとして重要祝される。この堆肥センターの機能は，良質な堆厩肥を生産する機能と有機物の

効果的再配分を企画し調整する機能の二つの機能を発揮するものとして考える。

本研究において設置しようとする堆肥センターについての基本的な考え方は，「手づくり自主管理運

営に基づく堆肥センター」という表現に集約きれる。まず，「手づくり」という意味であるが，これは

堆肥センターの設計から施工までを集落における関係農民の創意と努力によって建設するという意味で

ある。あえて，このようにするねらいは，堆肥センターの設計から施工までを集落における農民の自主

的な活動にゆだねることによって，自主，自律による集落営農活動のエネルギーを醸成し，そのエネル

ギーをよりどころに農民自らが管理運営する堆肥センターとして設置（必要に応じて堆肥センター利用

組合を組織する）させることにねらいがある。前述の堆肥センターの二つの機能は，このような内容を

もつ堆肥センターによって発揮され，有機物環境の要としての役割を果たすことができると考える。

したがって，いままで述べた技術問題の解決を前掛こ堆肥センターを核とした各作目間の結合関係が

確立されることによって有機物循環利用の基本方向が確定されるのであるが，それらの諸関係が生産の

場において機能するためには，地区全体として基本方向に沿った営農活動の展開がなされなくてはなら

ない。すなわち，基本方向に沿った営農活動の展開を促す地区体制の確立が必要ときれるのである。

そのなかで，地区体制と関連して問題視されるものに地区レベルでの堆肥センターがある。当面，地

区レベルのものとしては，堆肥センター運営組合を提起している。この堆肥センター運営組合は，各集

落において活動する堆肥センター利用組合の連絡機関として設置されるものであって，当初から堆肥セ

ンター機能を果たすものとして位置づけていない。そのことは，各集落における堆肥センター活動の発

展段階に応じて地区レベルの堆肥センターは設置されてしかるべきであると理解するからである。すな

わち，連絡機関としての堆肥センター運営組合の機能強化の必要性が生じた段階で検討され実態に即し

て設置してゆく方向である。また，堆肥センターについては，必ずしも堆厩肥を生産する機能を条件と

するものではなく，有機物の効果的再配分を企画し調塵する機能を主たる業務とするものも堆肥センタ

ーとして考えている。

（3）東和町木幡地区における有機物の循環

いままでの検討は，保原町大田地区を対象に行ってきたが，図一5は同じく東和町木幡地区における

有機物循環の基本方向を示している。本地区では，既に5αほどの桑園をつぶし廃条残法を素材とした

堆肥生産がすすめられている一方，サイレージ利用についても現地実証を通じて一定の成果が得られ実

践の段階に入っている。

この地区における有機物循環利用の基

本方向並びに組織化の方策は保原町大田

地区のそれと原則的に同様である。した

がって，詳しく述べることをさけ今後は

大田地区を重点に述べることとする。

盛　　　衰
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（4）有機物循環利用を促す体制

次に，前項で指摘した有機物の循環利用を促す地区体制について検討してみたい。図一もは地区体制

について示したものである。ここでは，地区体制を編成する上で地域レベルごとに体制を強化する方向

を指向している。なかでも，集落レベルでの体制強化を重視し，その体制の確立を基礎にして地区レベ

ルでの体制の確立を考えている。同じく町レベルでの体制についても検討されなくてほならないが，本

報告では研究の性格上地区レベルまでにとどめている。

図一6　地域営農管理組織体制

まず，集落レベルについてであるが，体制を確立するためにはその前提として，集落における関係農

民の合意，すなわち，地域農業複合化の理念に基づいた行動の統一と展開が必要であると考える。前記

した堆肥センターの設置に当たって．あえて「手づくり」としたのはそのような意味においてである。

そこで，地域農業複合化の理念に基づいて関係農民に働きかけ集落全体のまとめ役としての機能を発

揮する地域主体としては，農事実行組合を位置づけたい。図－6の地域営農管理組織体制に示す農事実

行組合は，従来の農事実行組合より組織的にも機能的にも強化されたものとして編成される。すなわち，

集落において活動している水稲，果樹等の生産組織の代表をはじめ堆肥センター利用組合，農協に属す

る各種部会や研究会等の代表を必要に応じて加え機能を強化する。
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機能の強化された農事実行組合は，有機物の自給体制を確立するため裏作大麦や樹闇市刈作物の導入

を水稲及び果樹の生産組掛こ分担させる一方，手づくり自主管理運営に基づく堆肥センターの設置を促

し，前述の二つの機能を発揮させる。そして，農事実行組合は，集落における営農活動を目標達成のた

めに相互に連携させ調整機能を発揮することによって集落全体の体制を整え有機物の循環利用の円滑化

を推進する地域主体としての役割を担うものとする。

そもそも，農事実行組合は集落における土地利用計画や有機物生産利用計画をベースとした生産計画

に基づいた利用調整機能を発揮し，農家や諸組織をその計画自壊の達成のために組織化をはかり，また，

他集落との連絡調整や役場，農協，普及所をはじめ各種の生産組織，団体との連携を密にし集落営農活

動の強化をはかることを本命としている。

このような体制づくりが農事実行組合によって推進されることによって，有機物の循環は計画的組織

的に実行されることになる。

同じように，地区レベルでの体制が考えられるが，基本は各集落における活動を支援し一層強化する

ための地区体制の確立でなくてはならない。現在，大田地区内には地区を包括にとらえ指導するセンタ

ー的機能を果たす地域主体は存在していない。そこで，新たに大田地区農業推進センター（以下，推進

センターという）の形成をはかり，農事実行組合との連携により地域目標の達成を一体的に推進する体

制を確立する。推進センターの中枢に当たる事務局は，役場，農協，普及所の三者によって構成され，

推進センターは，これら三者の一体的指導のもとに集落間，組織間の連絡調整により活動の一体化をは

かり地区全体の発展を促す機能と役割を果たす。そのためには，図－6に示すような組織体制に整備さ

れる必要がある。

まず，稲作関連の生産組織の機能の統合と分担を推進するため稲作管理組合が編成され計画的な稲作

生産の推進をはじめ，水田真作大麦生産の計画的導入を図る。果樹に関連する共同防除組合については，

青刈作物の導入等の推進が新たな機能として要請されるが，果樹全般にかかわる生産改善については推

進センターによる総合的指導のもとに行われる。また，堆肥センターを中心とする活動については，集

落における堆肥センター利用組合の機能を強化するため代表による堆肥センター運営組合を組織し，有

機物の生産と配分に関して連絡調整を行う。

以上の活動を推進する生産組織並びに農事実行組合の代表等によって推進センターは構成され運営さ

れるが，前述のように役場，農協，普及所の三者による事務局体制を敷くことを特徴とする。

このように，集落レベルでは農事実行組合，地区レベルでは推進センターが地域主休としての機能を

発揮し，地区農民との協力協同を強化することによって有機物の循環利用を基本とした地域目標達成の

ための活動が継続発展させられるのである。

6　む　す　ぴ

しかし，いままで述べてきた有機物の循環利用システムについては基本構想の段階にあるということ

である。この基本構想を具体化してゆくには，なお，解決しなければならない問題も少なくない。
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第一は，技術課題の開発，実証の閃題である。例えば，裏作大麦一水稲体系の実証の問題がある。前

記したように・いずれも収穫目標を600如こおいているが，裏作大麦においては達成をみたものの水稲

については2年続きの低温などの影響もあって400毎水準にとどまっている。したがって，引続き現地

において実証するという問題が残されている。また，果樹関連の課題についても同様である。

第二に，有機物の循環利用の基本構想に対する理解を現地の関係者に深めてゆく問題である。このこ

とは，技術の現地実証試験等を通じてある程度深めることができるが，その技術を実践する場合には農

家間の協力を必要とする場面も多く，したがって，個別経営の発展と地域的連携との関係についての合

意形成をいかに図ってゆくかという問題である。

第三には，地域において調整機能を果たす主体を形成してゆく問題である。

これらの三つの問題を追求してゆくことなしには，有機物の循環利用の具体化は困難になる。したが

って，本研究では，技術の開発，実証を中心にした試験研究の視点からの究明と同時に，基本構想の底

流にある理念問題等の理解を深めさせ自主，自律による営農活動の展開を促進する普及教育の視点から

の追求，更に，関係農民の活動を行政サイドから支援するための自治体としての独自の施策の追求，す

なわち，自治休農政を確立してゆくという視点からの追求，以上の3視点に立って研究をすすめること

が重要であり，そのことなしに地域農業のかかえる構造上の歪を是正することが不可能になるであろう

し，展望をもって対処することもできなくなるであろう。また，このような視点に立って研究をすすめ

ない限り，現状妥協型の研究に落ち入ることになろう。
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